
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

公益法人
の区分

国所管、都
道府県所
管の区分

応札・
応募者数

模型船（M.No.733）のフ
ローノイズシミュレータへ
の設置及び撤去作業

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月5日

ジャパン　マリンユ
ナイテッド株式会社

神奈川県横浜市西
区みなとみらい４丁
目４番２号

8020001076641

フローノイズシミュレータ、水上艦試験
装置及び動力計の機能、性能に関す
る知識及び技術を有していること及び
履行可能な体制を有していること、上
記を資格要件として公募を実施した結
果、応募者が該当１者のみであるた
め。（根拠の法令：会計法第２９条の３
第４項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

4,807,000 ― 9108

大水槽曳引車等（その
１）本体のうち電源装置
のうち車上制御装置の
修理及び点検整備

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月4日

東芝ＩＴコントロール
システム株式会社

東京都新宿区西新
宿６丁目２４番１号

3011101060846

大水槽曳引車等（その１）本体のうち電
源装置のうち車上制御装置に係る機
能、性能、構造を熟知し、修理及び点
検整備に関する知識及び技術を有し
ていることが必要不可欠であり、上記
を資格要件として公募を実施した結
果、応募者が該当１者のみであるた
め。（根拠の法令：会計法第２９条の３
第４項）

3,397,900 3,300,000 97.12% 9521

ＵＵＶの測位機能の点検

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月4日

株式会社ＩＨＩ

東京都江東区豊洲
３丁目１番１号

4010601031604

無人航走体構成要素の研究試作（そ
の１）で試作したＵＵＶの設計、製造に
関する知識及び技術を有していること
が必要不可欠であり、上記を資格要件
として公募を実施した結果、応募者が
該当１者のみであるため。（根拠の法
令：会計法第２９条の３第４項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

5,940,000 ― 9522

艦艇電磁気特性シミュ
レータへのＵＥＰ等推定
計算機能付加作業

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月29日

株式会社ミューテッ
ク

東京都渋谷区渋谷
１丁目１２番７号

4011001052926

艦艇電磁気特性シミュレータに関する
知識及び技術を有していることが必要
不可欠であり、上記を資格要件として
公募を実施した結果、応募者が該当１
者のみであるため。（根拠の法令：会
計法第２９条の３第４項）

2,879,800 2,851,200 99.01% 9526

フローノイズシミュレータ
における油圧回路の点
検整備及び油受け設置
作業

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月30日

ジャパン　マリンユ
ナイテッド株式会社

神奈川県横浜市西
区みなとみらい４丁
目４番２号

8020001076641

一般的なキャビテーション水槽に関す
る知識や技術を有しているだけでなく、
計測胴の機能、性能を熟知しているこ
とが必要不可欠であるため、上記を資
格要件として公募を実施した結果、応
募者が該当１者のみであるため。（根
拠の法令：会計法第２９条の３第４項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

3,828,000 ― 9528

付紙様式第4

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由

（企画競争又は公募並びに常続的公
示）

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

法人番号



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

公益法人
の区分

国所管、都
道府県所
管の区分

応札・
応募者数

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由

（企画競争又は公募並びに常続的公
示）

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

法人番号

消磁用ＵＥＰ低減装置の
耐久性確認役務

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月1日

株式会社島津製作
所
代理海洋電子工業
株式会社

神奈川県横浜市金
沢区鳥浜町１２番地
５１

1020001006043

消磁用ＵＥＰ低減装置に関する知識及
び技術を有していることが必要不可欠
であり、上記を資格要件として公募を
実施した結果、応募者が該当１者のみ
であるため。（根拠の法令：会計法第２
９条の３第４項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

11,996,600 ― 25023

将来水陸両用技術の性
能確認試験（操縦性試
験）のための技術支援
（その２）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月11日

三菱重工業株式会
社

東京都千代田区丸
の内３丁目２番３号

8010401050387

将来水陸両用技術の研究試作（海上
高速航行能力向上技術（その2）の試
作契約での成果を継承し、当該調達に
必要となる技術又は知識等を有してい
ることが必要不可欠であり、本契約へ
の新規参入者を募る公示を常続的に
行っているところ、当該公示への応募
者が該者１者のみであるため。
（根拠の法令：会計法第２９条の３第４
項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

11,411,400 ― 25024

水中監視用無人機構成
要素の性能確認試験に
係る準備作業役務

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月12日

株式会社日立製作
所

東京都千代田区丸
の内１丁目６番６号

7010001008844

水中監視用無人機構成要素の研究試
作の試作契約での成果を継承し、当該
調達に必要となる技術又は知識等を
有していることが必要不可欠であり、
本契約への新規参入者を募る公示を
常続的に行っているところ、当該公示
への応募者が該者１者のみであるた
め。（根拠の法令：会計法第２９条の３
第４項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

12,837,000 ― 25024-1

回転翼哨戒機（能力向
上型）の性能確認試験
（戦術判断支援機能試
験）のための技術支援

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月15日

三菱重工業株式会
社

東京都千代田区丸
の内３丁目２番３号

8010401050387

回転翼哨戒機（能力向上型）の構造、
機能及びその操作に関する専門的知
識を有していることが必要不可欠であ
り、上記を資格要件として公募を実施
した結果、応募者が該当１者のみであ
るため。（根拠の法令：会計法第２９条
の３第４項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

6,193,000 ― 25025

静粛型動力装置搭載魚
雷の性能確認試験（海
上航走試験2）のための
試験用潜水艦発射通信
制御機能付加装置の潜
水艦搭載・撤収等作業
（その1）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月19日

三菱重工業株式会
社
代理株式会社ヨネ
イ

東京都中央区銀座
２丁目８番２０号

1010001060074

静粛型動力装置搭載魚雷（その２）の
構成品である試作魚雷（その２）及び
試験用潜水艦発射通信制御機能付加
装置の構造、機能、性能及び運用に
関する専門的知識を有していることが
必要不可欠であり、上記を資格要件と
して公募を実施した結果、応募者が該
当１者のみであるため。（根拠の法令：
会計法第２９条の３第４項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

12,320,000 ― 25026



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

公益法人
の区分

国所管、都
道府県所
管の区分

応札・
応募者数

備考
物品役務等の
名称及び数量

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由

（企画競争又は公募並びに常続的公
示）

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

法人番号

静粛型動力装置搭載魚
雷の性能確認試験のた
めの技術支援（２）（その
２）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月19日

株式会社日立製作
所

東京都千代田区丸
の内１丁目６番６号

7010001008844

静粛型動力装置搭載魚雷の研究試作
の試作契約での成果を継承し、当該調
達に必要となる技術又は知識等を有し
ていることが必要不可欠であり、本契
約への新規参入者を募る公示を常続
的に行っているところ、当該公示への
応募者が該者１者のみであるため。
（根拠の法令：会計法第２９条の３第４
項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

2,222,000 ― 25027

水中監視用無人機構成
要素の性能確認試験に
係る技術支援（その３）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月19日

株式会社日立製作
所

東京都千代田区丸
の内１丁目６番６号

7010001008844

水中監視用無人機構成要素の研究試
作の試作契約での成果を継承し、当該
調達に必要となる技術又は知識等を
有していることが必要不可欠であり、
本契約への新規参入者を募る公示を
常続的に行っているところ、当該公示
への応募者が該者１者のみであるた
め。（根拠の法令：会計法第２９条の３
第４項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

5,706,800 ― 25028

水中監視用無人機構成
要素の性能確認試験に
係る技術支援（その２）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月26日

沖電気工業株式会
社

東京都港区虎ノ門１
丁目７番１２号

7010401006126

水中監視用無人機構成要素の研究試
作の試作契約での成果を継承し、当該
調達に必要となる技術又は知識等を
有していることが必要不可欠であり、
本契約への新規参入者を募る公示を
常続的に行っているところ、当該公示
への応募者が該者１者のみであるた
め。（根拠の法令：会計法第２９条の３
第４項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

8,250,000 ― 25030

静粛型動力装置搭載魚
雷の性能確認試験のた
めの技術支援（１）（その
３）

１件

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁
艦艇装備研究所
総務課長　廣島　哲也

東京都目黒区中目黒２－
２－１

令和3年11月26日

三菱重工業株式会
社
代理株式会社ヨネ
イ

東京都中央区銀座
２丁目８番２０号

1010001060074

静粛型動力装置搭載魚雷の研究試作
の試作契約での成果を継承し、当該調
達に必要となる技術又は知識等を有し
ていることが必要不可欠であり、本契
約への新規参入者を募る公示を常続
的に行っているところ、当該公示への
応募者が該者１者のみであるため。
（根拠の法令：会計法第２９条の３第４
項）

同種の他の
契約の予定
価格を類推さ
れるおそれが
あるため公表
しない。

50,820,000 ― 25032

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

※　公益法人の区分については、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は、｢特例社団法人」をいう。


